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今後の系統計画及び系統利用に関する

検討課題と対応等について

2025年3月21日

広域系統整備委員会事務局

第88回広域系統整備委員会
資料1



1はじめに

◼ これまで広域系統整備委員会では、広域系統整備計画を中心とした合理的な系統整備の推進及び
日本版コネクト＆マネージを始めとする系統利用の仕組みの変革を両輪として、電力システム改革で掲
げた電力の広域化や安定供給に加え、社会的要請を踏まえた再生可能エネルギーの主力電源化や
電力ネットワークのレジリエンス強化に取り組んできた。

◼ 本日は、今後広域系統整備委員会において検討する系統整備や系統利用に関する対応について、
第3次の広域系統長期方針策定も念頭に課題を整理したので、委員からのご意見をいただきたい。

◼ またこれらの検討を行う体制についても報告する。

広域機関設立

小売全面自由化
第1次広域系統長期方針策定
東京中部間連系設備 計画策定
東北東京間連系線 計画策定

北海道本州間連系設備 計画策定 中部関西間連系線 計画策定間接オークション開始
日本版コネクト＆マネージ
（N-1電制開始）
北海道BO検証

法的分離
日本版コネクト＆マネージ
（ノンファーム開始）
容量市場初回オークション開始

第２次広域系統長期方針策定
（広域連系系統マスタープラン）
再給電方式開始

2015年度 2016年度
2018年度 2020年度

2021年度 2022年度 2024年度

系統計画に関するこれまでの取組等
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について

２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について

３．委員会の体制等について



3１．第３次広域系統長期方針の検討開始について

◼ これまで広域系統長期方針では、系統整備や混雑に対して環境変化を捉えた不断の改革を提起して
きた。第７次エネルギー基本計画や昨今の電力システムに関する課題などの環境変化等も分析し、改
めて検討を深める時期にあるのではないか。

◼ まずは、第３次の広域系統長期方針策定も念頭に、以下の事項の検討に着手してはどうか。

◼ こうした検討を進めていくことで第３次の広域系統長期方針としての取りまとめを検討するが、できるも
のは取りまとめを待たずに順次実装していくこととする。

◼ なお、これら検討は広域機関だけに閉じるものではなく、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委
員会、一般送配電事業者とも連携して対応するものである。

① 広域系統整備に関する長期展望のレビュー

② 高経年化設備更新ガイドラインのバージョンアップ

③ 既設連系線設備の更新の評価及び実施スキーム

④ 同時市場を見据えた基幹系統及びローカル系統の混雑処理に関する検討

第３次広域系統長期方針に向けた検討事項



4（参考）業務規程（広域系統長期方針関連規定抜粋）

第２節 広域系統長期方針

（広域系統長期方針の策定）
第４８条 本機関は、設備形成に係る委員会における検討を踏まえ、全国大での 広域連系系統の整備及び更新に関する方向性を整理した長期方針
（以下「広域 系統長期方針」という。）を策定し、１０年を超える期間を見通した全国の電力系統のあるべき姿及びその実現に向けた考え方を示すも
のとする。

２ 本機関は、次の各号に掲げる事項を考慮の上、広域系統長期方針を策定するものとする。
一 国の政策方針
二 総合資源エネルギー調査会令（平成１２年政令第２９３号）に基づく審議 会等における審議
三 策定済みの広域系統整備計画の内容
四 本機関の電力系統に関する調査及び分析の結果
五 電気事業者の意見及び本機関の業務に関係がある海外諸国の機関との意見交換等を通じて得た知見
六 その他広域連系系統の整備に関する重要な事項

３ 本機関は、広域系統長期方針の策定に当たっては、会員の意見聴取等の透明 性のあるプロセスを経るものとし、策定後、その内容を直ちに公表するも
のとする。

（広域系統長期方針の記載事項）
第４８条の２（略）

（広域系統長期方針の見直し）
第４９条 本機関は、策定又は見直し後５年ごとに、第４８条の規定に準じて、 広域系統長期方針の見直しを行う。
２ 本機関は、前項の定期的な見直しのほか、次の各号に掲げる場合において、 広域系統長期方針の見直しの必要性について検討を行い、見直しが必

要であると判断したときには、その都度見直しを行う。
一 エネルギー政策基本法（平成１４年法律第７１号）に基づくエネルギー基 本計画その他の広域系統長期方針に影響を与える国の政策方針が

決定又は見直された場合
二 本機関が、会員の供給計画を取りまとめ、公表した場合
三 その他広域系統長期方針の前提条件が大きく変化したと本機関が認めた場合

◼ 第２次の広域系統長期方針は2020年8月に検討開始、2023年3月29日に策定。業務規程上、
５年毎に見直しを規定。必要に応じて調査分析なども実施し検討を深めるもの。
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
①広域系統整備に関する長期展望のレビュー

◼ 「第7次エネルギー基本計画」では、我が国を取り巻くエネルギーに関する情勢の変化として、以下の
①～④を示している。こうした変化は『広域系統整備に関する長期展望』に対しても影響を及ぼすこと
が想定される。

①ロシアによるウクライナ侵略等による経済安全保障上の要請の高まり
ロシアのウクライナ侵略開始（2022年2月25日）等により、我が国では、電力需給ひっ迫やエネルギー価格の高騰が生じるなど、
石油危機以来のエネルギー危機が危惧される極めて緊迫した事態に直面。「2040年度エネルギー需給見通し（2025年2月）」で
は、2022年度1割程度から2040年度エネルギー自給率3～4割程度までの向上が見込まれている。

②ＤＸやＧＸなどの進展に伴う電力需要増加の可能性
「World Energy Outlook 2024（2024年10月）」では、世界の電力需要が、STEPS（公表政策シナリオ）で、2023年か
ら2035年にかけて年率約3％で増加することが予想（データセンター需要、平均気温の上昇、EV需要など）され、広域機関にお
いても、電力需要が増加に転じ、2033年度にかけて電力需要が増加する想定を公表したところ。

③気候変動の野心維持と現実的かつ多様な対応
G7広島サミット（2023年5月）において、エネルギー安全保障、気候危機、地政学的リスクに一体的に対応し、各国の事情に応じ
た多様な道筋を認めつつ、ネット・ゼロ実現という共通のゴールを目指す方針が明記された。この方針は、2024年6月に開催された
G7プーリアサミットでも継承されており、アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC） においても、「AZEC原則」としてパートナー国との間
で合意されている。

④エネルギー政策と産業政策の一体化
GXを、産業革命以来の化石エネルギー中心の経済・社会、産業構造から、クリーンエネルギー中心のものに移行させ、経済社会シス
テム全体の変革を行うものと位置づけ、GX産業構造、GX産業立地、エネルギーを一体的に政策展開するため、新たに「GX2040
ビジョン」が2024年2月に策定されたところ。
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
①広域系統整備に関する長期展望のレビュー

◼ 第7次エネルギー基本計画に際して設置された発電コスト検証ワーキンググループにおける発電コストは、
第6次エネルギー基本計画の同WG（2021）の結果と比較し、CO2対策費用、CO2輸送・貯留費
用が大幅に増加。こうした変化も踏まえた費用便益評価の精緻化等を進めているところ。

◼ このような変化はメリットオーダーに影響を及ぼす場合もあり、例えば火力間の差し替えがこれまでと逆転
することで単なる便益の差分変化ではなく、潮流そのものが変化し、異なる評価となる可能性もある。

発電コスト検証WG
（2021年度報告書）

発電コスト検証WGベース試算値
（2024年度報告書）

石炭
（CCS）

LNG MACC
（CCS）

石油
LNG MACC
（CCS）

石炭
（CCS）

石油

燃料費＋CO2対策コスト（円／kWh） 7.7 7.9 16.6 13.7 16.9 29.7

燃料費（円／kWh） 4.9 6.7 12.9 9.1 5.9 17.3

燃料費（CIF） 4.1 6.3 11.5 8.7 5.0 13.0

燃料関係諸経費 0.8 0.4 1.4 0.4 0.9 4.3

CO2対策コスト（円／kWh） 2.8 1.2 3.7 4.6 11.0 12.5

排出権購入費用 0.7 0.3 3.7 1.1 2.7 ―

CO2輸送・貯留費用 2.1 0.9 ― 3.4 8.3 ―

2024年度報告書の結果を踏まえた試算では、LNGと石炭の順位が逆転↑
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
①広域系統整備に関する長期展望のレビュー

◼ 第2次の広域系統長期方針では、2050年カーボンニュートラルを実現するための広域系統整備に
関する長期展望を費用便益評価を用いて評価し示したところ。第7次エネルギー基本計画や費用
便益評価の精緻化等の結果も踏まえて、まずは、どのような変化があるかレビューを行う。

広域系統長期方針の前提が変化し得る国の政策方針等
第7次エネルギー基本計画／GX2040ビジョン／2025年度供給計画取りまとめ など▼広域系統長期方針の概略構成

将来動向の変化による
影響を評価
（広域系統整備に関する
長期展望のレビュー）
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
②高経年化設備更新に関するガイドラインのバージョンアップ

◼ 高経年化設備更新ガイドライン（2021年12月）では、一般送配電事業者が、高経年化が進む
大量の流通設備を、リスクベースメンテナンスによって適切かつ合理的に更新判断を行えるよう、
リスク評価等について標準的な方法を定めている。

◼ こうした評価は経年劣化等に関するデータの収集などを通じて、流通設備の実態をより適切に反映でき
るリスク量算定の高度化（対象設備の拡大、リスク量算定の精緻化）を行うことが重要であり、
より適切かつ合理的な設備更新計画を支援するべく、第二規制期間に向けた検討を行う。

高経年化設備更新ガイドライン（2021/12/17）より抜粋
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
③既設連系線設備の更新の評価及び実施スキーム

◼ 広域系統整備に関する長期展望では、既設設備については維持されることを前提として、その増強に
ついて評価している。従来、既設設備の運用管理を行う事業者の判断により更新を検討しているが、
連系線の更新においては、増強、現状維持、縮小、廃止など選択肢がある中で、こうした必要な対
策は全国メリットオーダーでの評価や、広域的なレジリエンス面での評価が必要となる。

◼ 今後、系統利用の仕組みについても大きく変化していることから、既設設備の必要性や必要容量、
それに見合った費用負担の在り方についても考える必要がある。

◼ このため、事業者が適切な設備更新を実施できるよう既設連系線設備の更新の評価及び実施
スキームについて検討を行っていく。

北海道

東北

東京

北陸

中部関西

中国

四国

九州

南福光BTB
廃止

2026年度

東京中部間連系設備
増強(工事中)
2027年末

東北東京間連系線
増強(工事中)
2027年11月

北海道本州間連系設備
増強(工事中)
2027年末

北海道本州間連系設備

本四連系線

北海道本州間連系設備(日本海ルート)
計画策定プロセス中

中部関西間
第二連系増強
（工事中）
2030年6月

:今後大規模な更新が想定される設備

阿南紀北直流幹線

中国九州間連系設備
計画策定プロセス中
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について
④同時市場を見据えた基幹系統及びローカル系統の混雑処理に関する検討

◼ 現在検討が進められている同時市場では、ΔkWとkWh市場を同時約定させる仕組みとして検討が進
んでいる。こうした各電源の価値に応じた能力を発揮するためには当然混雑を考慮しなければならない。

◼ 基幹系統の混雑であれば、将来的なシステムの検討が進むことで混雑を考慮した最適な約定を目指
すことは可能であるが、ローカル系統までの混雑が許容される中では、その最適化には相当程度システ
ム側の能力が必要になる。

◼ 現時点でそうした技術革新を否定するものではないが、現実的なステップとして同時市場が導入された
後の混雑管理の方法について選択肢を持つ必要がある。

◼ 今後、具体的な課題を整理していく中で同時市場の実装に備えていく必要があるのではないか。

【現状の混雑処理における出力制御順・出力制御方法】

同時市場導入後、系統制
約等を考慮し電源約定

ローカル系統の制御方法の
在り方等について検討要
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について

２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について

３．委員会の体制等について



12２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について

◼ 北海道本州間連系設備（日本海ルート）及び中国九州間連系設備の増強について、昨年4月3日
に基本要件及び受益者の範囲を決定し、プロセスを進めているところ。

◼ プロセス状況と見通し、関連して検討が必要となる事項についてご説明する。

国の要請

本機関の発議

一送たる
会員の提起

進
め
方
の
決
定
・
公
表

基
本
要
件
・
受
益
者
の
範
囲
決
定

実
施
案
等
の
募
集
の
要
否
決
定

受
益
者
・
費
用
負
担
割
合
等
の
決
定

広
域
系
統
整
備
計
画
の
策
定

公
募
要
綱
案
の
検
討 公表

国に届出

実
施
案
・
事
業
実
施
主
体
の
決
定

実
施
案
・
事
業
実
施
主
体
の
評
価

公
募
要
綱
の
決
定

実施案及び事業実施主体の募集

応
募
意
思
表
明
書
の
提
出

応
募
資
格
の
審
査

（
公
募
要
綱
の
説
明
会
）

実
施
案
の
提
出

実
施
案
の
検
討

会員への実施案の提出の求め

《計画策定プロセスの流れ》

【広域系統整備計画の策定（予定）】

北海道本州間連系設備 ：2025年度末目途

中国九州間連系設備 ：2025年度上半期目途

北海道本州間連系設備（日本海ルート）

中国九州間連系設備
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２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について
①東地域の状況と見通し

◼ 北海道本州間連系設備（日本海ルート）の増強について、実施案及び実施主体の募集に関して、
応募意思表明書の提出期限までに２件の応募意思表明書の提出があり、第87回広域系統整備委
員会（2025年2年21日）での議論を踏まえ、第499回理事会（2025年2月26日）において、公募要綱に定め
る応募資格を満たしている事業者（以下、有資格事業者という）１者（当該有資格事業者を構成する事業者：

北海道電力NW、東北電力NW、東京電力PG、電源開発送変電NW）を決定した。

◼ 有資格事業者への説明会を3月7日及び3月21日に計2回実施した。有資格事業者においては、
実施案の検討を進めており、今後は、実施案の検討に際して検討主体となる体制（検討体）を構築
のうえ、また、実施案検討期間中の定期報告等によって本機関とも連携を図りながら、実施案の提出
期日（2025年12月26日）までの提出に向けて、課題対応や実施案の具体化を進めていく。

’24年度 ’25年度

12 1 2 3 4 5 ・・・・ 12 １ ２ ３

北海道本州間
連系設備

（日本海ルート）

■実績及び今後のスケジュール（案）

実施案等の募集 実施案等の評価・決定

受益者・費用負担割合等の決定

広域系統整備計画の策定

★
応募意思表明書
の提出期限
（12/23）

応募資格の
審査（2/26）

★ ★
実施案の
提出期限
（12/26）

有資格事業者への
説明会（3/7、21）

★ ★
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２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について
②西地域の状況と見通し

◼ 中国九州間連系設備の増強について、有資格事業者３社（中国電力NW・九州電力送配電・電源開発送変電NW）

より、実施案提出期限（2025年2月28日）までに実施案の提出を受けている。

◼ ３月以降の計画評価及び検証小委員会において、提出された実施案の増強内容や工事費等に
関する技術的な評価をしたうえで、広域系統整備委員会にて実施案及び事業実施主体を審議・
決定することとなる。

◼ その後、受益者・費用負担割合等を決定し、2025年度上半期目途での広域系統整備計画策定に
向けて検討を進める。

’24年度 ’25年度

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

広域系統整備
委員会

計画評価及び検証
小委員会

中国九州間
連系設備

★第2回 ★

★第88回 ★ ★

■今後のスケジュール（案）

★

実施案等
の募集

工
事
着
手

★ ★

受益者・費用負担割合等の決定

広域系統整備計画の策定
実施案等の評価・決定
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２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について
③広域系統整備計画の評価検証のプロセスの明確化等の検討について

◼ 広域系統整備計画の策定にあたって事業者から将来の物価上昇等を懸念する声があり、これらの取り
扱いが資金調達での懸念事項として挙げられている。計画策定プロセスやその後の検証においても、
こうした工事費や工期に対するリスク分の扱いについて今後議論となることが想定される。

◼ 適切な競争環境や調達を前提として、いつ、どのようなプロセスで検証を行うか、また計画段階でのリス
ク対応の費用の取り扱い等について、資源エネルギー庁を中心にとりまとめられるが、このうち評価検証
等の実務に関する取り扱いの具体化に向けた検討を広域機関として実施する必要があるのではないか。

第85回 電力・ガス基本政策小委員会（2025/1/27） 資料４第83回 電力・ガス基本政策小委員会（2024/11/20） 資料７
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１．第３次広域系統長期方針の検討開始について

２．計画策定プロセスの状況と関連する検討について

３．委員会の体制等について



17３．委員会の体制等について

◼ これまでご説明した新たな検討に向けて、広域系統整備委員会の委員もマスタープラン検討委員会か
らの継続性の観点から秋元委員長と永田委員を、また計画評価及び検証小委員会（以下、「検証
小委」という）との連携を深める観点から河辺委員を新たに加えることとした。

委員長 秋元 圭吾 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 システム研究グループ
グループリーダー・主席研究員

委員 岩船 由美子 東京大学 生産技術研究所 教授

大橋 弘 東京大学 副学長 大学院経済学研究科 教授

河辺 賢一 東京科学大学 工学院電気電子系 准教授

木山 二郎 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー 弁護士

坂本 織江 上智大学 理工学部機能創造理工学科 准教授

髙見 順彦 株式会社三井住友銀行 執行役員 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ営業部長

田中 誠 政策研究大学院大学 教授

永田 真幸 電力中央研究所 グリッドイノベーション研究本部 ネットワーク技術研究部門長

藤本 祐太郎 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士

松村 敏弘 東京大学 社会科学研究所 教授

オブザーバー 伊佐治 圭介 送配電網協議会 電力技術部長

黒田 昇 大阪ガス株式会社 理事 電力事業部 電力事業推進部長

鈴村 隆 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 技術ユニット長 補佐

筑紫 正宏 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課長

中谷 竜二 中部電力株式会社 執行役員 経営戦略本部 部長

洞口 明史 東海旅客鉄道株式会社 執行役員
新幹線鉄道事業本部副本部長・電気部長

松岡 昭彦 出光興産株式会社 電力・再生可能エネルギー事業部企画課担当マネジャー

委員名簿

調査審議事項の分担 報告

広域系統整備委員会

・広域系統整備計画に係る検討

・広域系統整備の具体的な実施に係る検討

・広域系統長期方針に係る検討

・設備形成及び系統利用に関する新たな仕組みに係る検討

設置・諮問 報告

理事会

広域系統整備委員会 計画評価及び検証小委員会

・広域系統整備計画策定に関する技術的な評価
・広域系統整備計画の実施に関する調達プロセス等の検証
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◼ なお、検証小委は、実施案評価における技術的な検討を行うものであり、その結果は広域系統整
備委員会に付議される。このため、実態に合わせ検証小委の運営方針の一部を見直すこととしたい。

３．委員会の体制等について

広域系統整備委員会 計画評価及び検証小委員会 運営方針

旧 新

１．議事等

• 本小委員会の議決は、小委員長が広域系統整備委員会の議決を要すると認め

た事項を除き、広域系統整備委員会の議決とする。

• 小委員長は、広域系統整備委員会に議事の経過を報告する。

• 原則として、会議は非公開とする。

• 配布資料は、公表することにより事業実施主体が行う調達、用地交渉その他の

業務の適正な遂行を妨げる若しくは妨げるおそれのあることから、非公表とする。た

だし、これらに影響を与えない配布資料は公表する。

• 公表することにより事業実施主体が行う調達、用地交渉その他の業務の適正な

遂行を妨げる若しくは妨げるおそれのある議事は公表しない。

２．委員

• 本小委員会の委員は、原則として次の者を含むよう構成する。

中立者委員：電気工学、経済学、企業会計等に関する専門的知見を有する者

事業者委員：一般送配電事業者又は送電事業者に所属する役員又は従業員

であって、広域連系系統の整備の実務に関する専門的知見を有する者

• 本小委員会の委員の任期は２年を基本とする。

１．議事等

• 本小委員会の議決は、小委員長が広域系統整備委員会の議決を要すると認め

た事項を除き、広域系統整備委員会の議決とする。ただし、広域系統整備計画

の実施案評価に係る事項については、その審議の結果を広域系統整備委員会に

付議するものとする。

• 議事の経過は広域系統整備委員会に報告する。

• 会議は、公開することにより事業実施主体が行う調達、用地交渉その他の業務の

適正な遂行を妨げる若しくは妨げるおそれのあることから、非公開とする。ただし、こ

れらに影響を与えない議事は公開する。

• 配布資料は、公表することにより事業実施主体が行う調達、用地交渉その他の

業務の適正な遂行を妨げる若しくは妨げるおそれのあることから、非公表とする。た

だし、これらに影響を与えない配布資料は公表する。

• 議事録は、公表することにより事業実施主体が行う調達、用地交渉その他の業

務の適正な遂行を妨げる若しくは妨げるおそれのあることから、非公表とする。ただ

し、これらに影響を与えない議事録は公表する。

２．委員

• 本小委員会の委員の取扱いは、本機関の委員会規程等によるものとする。
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委員長 田中 誠 政策研究大学院大学 教授

委員 河辺 賢一 東京科学大学 工学院 電気電子系 准教授

草薙 真一 兵庫県立大学 副学長 国際商経学部 教授

東條 吉純 立教大学 法学部 教授

北條 昌秀 徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授

造賀 芳文 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 教授

原 亮一 北海道大学大学院 情報科学研究院 准教授

オブザーバー 伊佐治 圭介 送配電網協議会 電力技術部長

甲斐 正彦 東海旅客鉄道株式会社 建設工事部 担当部長

黒田 嘉彰 電力・ガス取引監視等委員会
ネットワーク事業監視課長

筑紫 正宏 経済産業省 資源エネルギー庁
電力・ガス事業部 電力基盤整備課長

（参考）検証小委の位置付けと構成について

◼ 第86回広域系統整備委員会（2025/1/15）において、整備計画の策定に向け、より広く専門性の高い
議論を可能とする等の観点から、コスト等小委員会の体制を強化し、計画評価及び検証小委員会
（以下、「検証小委」という）を設置を決定。計画策定段階での技術的な評価も行える体制とした。

◼ 有資格事業者から提出された実施案に対して、検証小委において、技術的な評価を行ったうえで、
広域系統整備委員会において、実施案及び事業実施主体を審議する。

◼ 検証小委での評価結果については、電力・ガス取引監視等委員会における託送料金審査において、
引き続き参照される。

理事会

広域系統整備委員会

設置・諮問 答申

調査審議事項の分担

計画評価及び検証小委員会

・調達プロセスの検証
・工事内容（工事費、工期）の検証

【追加】
・広域系統整備計画策定に関する技術的な評価

報告

委員会構成 委員名簿

※赤字は新たに追加した委員

第1回 計画評価及び検証小委員会
（2025/1/15）資料1



20まとめ

◼ 事務局として考える系統整備に係る今後の検討課題等について提示した。

◼ 本日、各委員のご意見を踏まえ、2025年度からの検討につなげていきたい。


